
○県型保健所と政令市型保健所の連携のあり方について  

Ⅰ．「県型保健所と政令市型保健所の連携のあり方に関する意見交換会」  

【日  時】  ：平成19年2月23日（金）15時 ～17時  

【場  所】  ：広島県福山地域事務所 381会議室  

【参加対象者】  ：希望する県型および政令市型保健所関係者等（約40名が参加）  

【内  容】  

1）話題提供1：都道府＝県の保健所と政令市の保健所のこれから  

厚生労働省大臣官房参事官（健康・医政担当）  

2）話題提供2：県保健所と中核市保健所の連携について～福山地域における連携～  

福山市保健所・広島県福山地域保健所  

3）意見交換：グループ及び全体での討議と意見交換  

意見交換会幹事：岸本益実（きしもと ますみ）  

（広島県福山地域保健所長、平成18年度地域保健総合推進事業分担事業者）  

【意見交換会の概要】   

広島県福山地域は1つの2次医療圏に県型と中核市型の保健所があり互いに連携しなが  

ら保健医療施策を推進している地域であり、今回の意見交換会の開催地となった。   

意見交換会は、参加者を7名．程度のグループに分けて配置、上記話題提供1及び2、に  

続いて、 事前に参加者に提供をお願いしていた各地の現状及び課題に関する資料（参加者  

にも資料配布）について説明してもらった後に、グループディスカッションを行った。   

論点として（1）自治体として何をしたいのか、（2）国として何をしてもらいたいのか、  

を例示した。また、医療計画の積み上げは2次医療圏毎に必要であるが、保健所の機能を  

最大限活用すべき、としたときに、県型保健所と政令市保健所との関係はいかにあるべき  

で、政令市保健所には何が期待されるのか、といったことについても考えてもらうことと  

した。グループ討議の後、各グループの代表者に討議内容を発表をしてもらって、質疑を  

行い、最後に全体でのディスカッションを行い総括をした。  

【主な意見】  

○合併により、市保健所が広範囲を管轄するようになり、県保健所との関わりが薄くなっ   

てきた。自治体間の人事交流などにより、連携を確保したい。  

○医療制度改革における療養病床の再編問題で、県が主管の会議に市の介護保険担当サイ   

ドだけに声をかけるのではなく、保健所サイドにも、声をかけるようにお願いをした。  
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組織上連携が難しい場合がある。  

○食品衛生法関連業務において、業者指導基準の統n化を図るため、県と市の合同の食品   

衛生監視員の会議を行って情報交換をするなどの工夫をしている。  

○医療体制の整備など、法律上の権限が絡む問題では、対応に苦慮することもあるが、法   

的解釈と市民感情を近づけていけるような努力をしたい。  

○高病原性鳥インフルエンザのような健康危機事案が市保健所管内で起こった場合の県保   

健所との連携体制を構築したい。  

○近く所属自治体が中核市に移行するため、保健所準備室から参加している。何よりも、   

いかに県の現行業務をスムーズに引き継いでいくかが課題と考えている。連携の成否が   

県と市、とりわけ市に大きな影響を与えると考えている。  

○権限に絡む連携の問題（a．同一権限業務に関する行政判断基準の差異、b．権限が異なる   

業務に関して権限をもつ部署への情報提供・収集）  

○管轄区域に絡む連携の問題（a．区域間の移動に伴う情報提供・収集、b．広域発生事例に   

伴う情報提供・収集）  

○国、県、市町村の位置付けと中核市の位置付けの差異に絡む連携の問題（a．都道府県業   

務の取り扱いに関する対応、b．市町村業務の取り扱いに関する対応、C．県保健所業務の   

取り扱いに関する対応）  

○国として、各自治体からも見える形で施策を打ち出していきたい。保健所連携の具体的   

事例を多く集めて、議論の活性化、集約に生かしていきたい。今後も今回のような会を   

積み重ねて、一定の整理をしたい。  

県型保健所と政令市型保健所の連携のあり方に関する意見交換会（写真）  
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都道府県の保健所と  

政令市の保健所の  

これから  

厚生労働省健康・直接担当参事官  

上家和子  

1 保健所の連携に閲する豪見交換会OTOヱ2コ福山  

地域保健法に訊ける役割  

〔地域保健法苓三条〕  

■市町村（特別区を含お）臥当家市町村が行う地域保健対策が円滑に実施で亘   

るょうに、必苧な施設の整備、人材の確保及び資質の向上等に腎仇ぢl十れ膵な   

らない。   

■都連府県臥当抜群道府県が行う地域保健対策が円滑に実施で已るように、   

必苧ぢ施設の整鼠 人材の確保及び貨冥の向上、調査及び研究等に腎仇るとと   

もに、市町村に河し、前項の柄が十分に果た士れるさうに、との求仇lこ応じ、   

必専ぢ持術的溝助を与えることに腎仇な什れ絆ならぢい。   

■回臥地域保偏に関する情報の収集、整理及び活用並びに調査及び研究並び   

に地域保健対薫に係る人材の警戒及び貿買の向上に零仇るとともに、市町村及   

び都道府県に対し、前二項の貴報脚十分に果た士れるさうに必専ぢ推締約及び   

財鞍的接触を与えることに腎仇馴十れl才ならない。  

保健所の連掩に関する豪見交換会OT02Z3福山  
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地域保健対策切推進に関する基本的な指針（抜粋）  
（第＝ 促せ所及び市町村促せセンターの整備及び運営に閲する蔓奉的事項）  

都道府県の設置する保健所臥   
次のさうな地域保健岡広域的、寺門桐畑つ托術的拠点としての機能を強化す  

ること即必等  

（I）専門的かつ抒術的業楕の稚連  

（Z）情報の収集、整理及び活用の推進  

（3）調査及び研究等の推進  

（ヰ）市町村に対する探働鳳び市町村相互間の連絡網整の推進  

ア保健所に配置士れている医師を峻仇とする寺門托術職員臥市町村の  

求朗に応じて、専門桐畑つ技術的な指導及びま捷並びに市町村保健セン  
ター等の運営に閲する協力を積極卿こ行うこと。  

イ 市町村職員等に対する現任訓練を含仇た研修等を積極偶に推進するこ  

仁が王事である。  

このた仇、研修司l門の機能強化を劇ること。  

（5）地域に訴什る健康危機管理の拠点としての機能の強化   

（ム）企画及び調整の機能の強化  

保腱所の漣楕に蘭書る霊鳥交換会○†02才一福山  

地域保健対策の推進に関する基本明礎堀針（抜粋）  
（第二 保ヰ所及び市町村保健センター曙整鯛及び運営に間する蔓ホ的事項）   

跨令市及び特別区の設置する保健所臥  

市町村保健センター等の保腸舌勤の拠点及び福祉部局との偶の情報  

交換等にさる有機的啓連携匂下に、  

（I）に掲げる専門桐畑つ持締約業掩の推進、  

（2）に矧ザる情報の収集、整理及び活用の推進、  

は）に掲げる調査及び研究等の推進、  

（5）に掲げる健康危機管理機能の強化  

（b）に掲げる企画及び調整の伽藍の強化  

に零仇ること。  

書た、保健所を地域保健庖席に対する総合的な企画機能を有する  

中條横間として位置付什、地域性民のニースに合致した施策を展周  

で己るょうにすることが空手しいこと。   

侵せ所の連携に閲する霊鳥交換会○†02Z】福山  
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地域保健対篇旬推進に閲する基本明昭指針（抜粋）  
（第二 儒ヰ所及び市町村促せセンターの整備及び運営に閲する基本的事項）   

■市町村保健センターの運営   

（－）一糾－   

（＝）一純一   

（三）市町村臥 市町村保健庖ンタ一等の運営に当たって捗、保健  
所からの寺門桐畑つ抒術的ぢ援助偲び協力を積極的に求仇ると  
ともに、・・・   

（凹）市町村臥 … ‥・身近で利用額席の高い保健サービ  
ス臥 市町村保健センター等に訊いこ∴保健所の協力の下に実  
施することが空手しいこと。・・・・・・   

（五）微令市臥保健所と市町村保健センター等との密搾な連携を  
由り、効率的かつ効果的谷保儀骨－ビスの提供を可能にする体  
制を整備すること。  

保健所の連携に関する薫見交換会OTOZZ】福山  

実際にlさ‥・  

政令市及び特別区の設置する保健所  

ll  

保健所機能  

＋  

市町村催せセンター機能  

保健所の連携に㈹する意見文換金OT02Z3梅山  
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±らに・・・  

政令市及び特別区の設置する保健所  
Il  

保健所機能  

＋  

市町村保健センター機能  

＋  

保t行鞍：市旛会対応（答弁t任）  

優性所の連携に閲す与書見交換会○－OZZ；梅山  

現行の地域保健法訳さび指針臥  

市型保健所の辛苦的な機能を  

ふ手えたものになっているか？  

保健所の連携に関する彙見交換会OTO三日福山  

－6－   



タイつ‖  

＝漁区唐風と一致する保健所蔵置市  

II市（IO府県）  

〔指定都市〕  〔中接市）  

・仙台市  （宮城県）   ・いわき市（福島県）  

・千葉市  （千葉県）   ・奈良市 （奈良県）  

・名古屋市 （愛知県）  ・下関市 （山口県）  

・大幡市  （大幡府）   ・熊本市 （熊本県）  

・堺市   （大幡府）   ほの他の符合市〕  

・神戸市  （兵庫県）   ・佐世保市（長崎県）  

保健所の連携に鵬する意見宍換金OT02Z】梅山  
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タイ7l・ll  
ニ次医療周向一部と窃る保健所設置市  

40市訳さび23区  

（指定都市〕  

札幌市 士いた手市静内市 京＃市 広島市 北九州市 福岡市  

〔中條市〕  

函館市 旭‖市  青森市 秋田市 郡山市 ‖纏市 亭辞富市  

船橋市 横須賀市 相模原市新潟市 吉山市 会絹布 長野市  

岐阜市 浜梅市  豊橋市 岡嶋市 豊田市 高槻市 東大搾市  

堰路市 和歌山市 向山市 倉敷市 福山市 高梅市 梅山市  

高知市 長嶋市  大分布 宮崎市 鹿児島市  

〔蟹の他の符号市〕  

小嶋市 議網市  尼崎市 西富市 呉市  大牟田市  

〔特別区〕  
lI  

保健所の連携に蘭する霊鳥交換会○†OZZJ福山  
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保健所設置市・特別区をもた喀い県（I3県）  

■若手県  

■山形県  

＋茨城県  

■群馬県  

1福♯県  

t山梨県  

■三重県  

■滋賀県  

1鳥取県  

■烏服県  

■徳島県  

■佐賀県  

■沖縄県  

保健戸斤の逓欄に閲する士見交換会OTOZZl福山  

保健所設置主体別管轄人口割合  

その他の政令市   
2，096．186  

＼〔芸更讐竺琶諾品1冨憲篭憲告温査） 〕  1．6％  
特別区  

8．483．050  

中核市  6・6％  
16，213．665‾～一   

12．7％   

保健所の謹書粍に関する鳶見宍換金○†02Zユ福山   
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現行の地域保健法訳さび指針臥  

県型保健所と市型保健所の  

関係の実蕾を  

ふ春えたものになっているか？  

併せ所の連携に関する集魚交換会OTOZ2】梅山  

雷所の設置について  

〔地域保健法第十二条〕   

第五条第一項に規定する地方公共団体臥  

保健所の事業の執行の億を図るた臥 蟹の  
支所を設什ることができる。  

保健所の連携に閲す与竃見交換会OTOZ2J福山  
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〔地域保健法第十二条）   

第五条第一項に規定する地方公共周体臥保健所の事業の  

執行の便を困るた仇、との支所を隷什ることがで己る。  

（解説）   

保健所臥地域保健対薫の専門的、広域的、技術的  

拠点として位置づ什与れたことから、保健所本鞘に訊  

いて業稚を完結士せることが望手しい机本条臥離  

島等の地理的零個等にさり、保健所本所との偶の突通  

に相当伺時間を等し、保健所の指導等の徹底掛軸し得  

ない等のやおを得ない事情がある場合に臥各都道府  

県、微令市ス捗特別区の規定にきり、ま所を設置する  

ことがで登る旨を規定したものである。  

保任所の漣撫に問する鷺見宍換金OTOZヱ；拝山  

ま所の設置状況  
設置主体別保健所・ま所敬  

本所   支所   

都道府県   390   さ4   

指定都市   †3   4   

中核市   37   ○   

その他政令市   T   ○   

特別区   2；   ；I   

合計   530   II9  

健康局総務課地域保健室調べ＝平成18年10月鳩現在  
保ヰ所の連携に関する貴兄交換会OT02ヱコ穏山  
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都道府県秒設置する保健所・雷所の状況  

たとえば‥・   

北海道  

愛知県  

兵庫県  

富山県  

9
 

研
川
I
2
 

ほ
柑
I
 
 

鈷
 
 

保健所の連携に閲す与意見交換会OTOZZJ福山  
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■  

一方、4月からTさの貫所を設置する予定のY市の場合  

■人口  3．5丁9．Iココ人  （平成I7年IO月1日現在）  

■管内二次医療風敬  3箇所  

■当該県内の人口nパー卒 ヰ0．7％  

■保健所設置敬  Iさ保健所  

↓   

I保健所（市役所内に設置）＋Iさ支所（平成I9年4月I日  

～）  

保ヰ所の連携に閲す与貴兄交換会○†OZZ；稽山  

現行の地域保健法lさ、  
保健所支所領置の菓蕾を  

ふ春えたものになっているか？  

保鍵押切過爛に関する貴兄交換会○†O2日楕山  
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微令市型保健所と県型保健所に訴け争箸の他の謙語  

t責任主体の遠いにきる諌轟   

例えば、   

とのI）県秒腱康増進計画に基竜全県的な調査を計画し、  
県型保健所朝一律に実施することとなった机政令市が  

調査柴橋に消極的である場合。   

蟹の2）微令市臥内園の市町村からの安轟音が多く、医  
療機関からの相神患者、感染症患者、食中毒等の対応に  
訴いて用周にある県型保健所との連携が必苧と窃るが  

耽令市と県の対応に毒押計られる場合。  

■人材確保に訴l十る謙語  

公衆衛生医師の確保・替成に訊什る遠い停頓い机  

人事交流を進仇ることがさり一層必等でlさないか。  
保健所の連携に間す与驚見宍換金OTOZZ3樺山  

耽令市型保健所と県型保健所の  

これからを見据えて  

やるペ己ことlさ  

ロニ漁区療担や介護保険法に訴l十る区域等  

の地域の状況等を楷書えた連携のあり方  

の検討  

口県と符合市との人事交流による連携  

ロネットワーウの共有  

保ヰ所の連携に閲する豪見交換会070Z23梧山  
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■国として   

□地域保健法、指針の再検討   
□雷所の位置づ什の再検討   

口人事交流の推進   

をlさじ助なくて惇移ら咽い。  

曝書所の連携に閲する霊鳥交換会○†02Zユ楯山  
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Ⅱ．岡山市、倉敷市における保健所職員の人事交流  

岡山市保健所 中瀬克己   

岡山市と倉敷市とでは平成17年4月より保健所保健師2名の人事交流を行っ  

ている。また平成18年4月より保健所衛生監視員1名．の人事交流を加え現在計  

3名の職員を交流している。各人の交流期間は2年とし、保健師は平成19年度  

より新たな2名による人事交流の予定である。  

岡山市では、平成19年度人事異動方針でも、「人事交流による人材の育成、資  

質向上」を挙げ、  

・政令指定都市移行を見据えた国・岡山県への研修派遣  

・国、岡山県、倉敷市をはじめ他の自治体との交流  

を位置づけている。   

平成17年8月と18年10月に倉敷市において、平成18年8月には岡山市に  

おいて保健所職員等を対象とした研修を行い、人事交流によって感じたことと  

提言を発表して頂き、交流の成果を他の職員にも伝えた。倉敷市では先に保健  

所を設置した岡山市の詳細を知り展望を持つことが出来、岡山市も政令指定都  

市を目指す中で白市の保健行政の特徴の理解が深まると伴に両市を比較した上  

での意見を4人から得ることが出来参考となった。   

総括的にいえば、中核市という同じ立場での業務を行う自治体での各々の違  

いを踏まえた将来の課題と展望を得ることができ、交流していない職員にも有  

意義であった。  

－1了－   




